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質 問 回 答 書 

 

NO． ページ番号等 質問内容 回答 

１ 募集要項 

第 2-3 

令和 6 年度市政モニター調査を行った

とあるが、どのような調査をしたの

か？対象者、人数、調査内容、回答方

法を教えてほしい。 

また、その結果はＨＰ等で公表されて

いるのか？ 

 

市ホームページにて公表さ

れておりますのでご確認く

ださい。 

２ 募集要項 

第 2-4-（3） 

予算額 6,177 千円とあるが、最低制限

価格の設定はあるのか？￥0、￥1での

見積は可能か？ 

本プロポーザルにおいては、

最低制限価格の設定はして

おりません。また、見積金額

に関しては、仕様書にある

「搬出・運搬」「残骨灰処理

（保管、残骨及び有価物の選

別等、残骨の埋蔵、有価物の

精錬・返還）」を適正に行っ

た場合で積算いただく必要

があります。見積金額を０

円、１円と記載されるのであ

れば、その根拠をお示しいた

だき、妥当性がない場合に

は、募集要項第４-５に基づき

「失格」となる可能性があり

ます。 

３ 募集要項 

第 3-7-（2）-④ 

見積書は封筒へ入れ封印とあるが、内

訳書と単価表も同封するのか？また、

見積書（副）も封筒封印の必要がある

か？ 

見積書の他、内訳書と単価表

も封筒に同封する必要があ

ります。また、見積書（副）

も封筒封印の必要がありま

す。 



４ 募集要項 

第 3-7-（2）-④ 

見積書に法人等名称と代表者名に印の

しるしがあるが、どちらも実印を押印

ということで大丈夫か？ 

 

お見込みのとおりです。 

５ 募集要項 

第 3-7-（2）-④ 

内訳書、単価表は指定様式を使用しな

いといけないか（自社書式では不可

か）？ 

様式 11 号-1 の作成は必須と

し、内訳については自社様式

を使用いただいて構いませ

ん。 

６ 募集要項 

第 4-1 

提案書の特定にあたり実施されるプレ

ゼンテーション及びヒアリングに際

し、担当者及び責任者が出席すること

とされているが、ここで出席を求めら

れている担当者及び責任者は参加申込

書に記載した担当者及び責任者という

ことでよいか。 

お見込みのとおりです。 

７ 募集要項 

第 4-1 

プレゼンテーションに出席できる人数

は何人までか。 

参加申込書に記載した担当

者及び責任者の出席は必須

とし、合計４名まで可能で

す。 

８ 仕様書 

2-（1） 

火葬場に残されたお骨、灰（集じん灰

を含む）、金属類、副葬品等とあるが、

それぞれの過去３年間の数量を教えて

ほしい。 

仕様書記載のとおりです。 

９ 仕様書 

5 

残骨灰保管所に中・大型トラックは横

付け可能か？また残骨灰保管状態はど

のような状況か（袋入・バラバラ等）？

集じん灰は別で分けて保管してあるの

か？ 

残骨灰保管所横への車両の

横付けはできません。残骨灰

は袋に入れて保管されてい

ます。集じん灰は分離してお

りません。 

10 仕様書 

5 

現地確認はさせてもらえるのか？ 可能です。火葬場の指定管理

者との調整がありますので、

斎園管理課にご連絡くださ

い。 

11 仕様書 

8-（4）-（カ） 

無害化処理の基準は、土壌汚染対策法

施行規則別表第四に示される要件とあ

るが、溶出基準なのか？ 

溶出試験での結果が、当該基

準を満たしていれば問題あ

りません。 

12 仕様書 

8-（4）-（キ） 

無害化処理を行ったもののサンプルと

あるが、サンプルとは具体的に何か？ 

無害化処理の方法により形

状が異なりますが、無害化処

理後のサンプルとご認識く

ださい。 



13 仕様書 残骨灰を収容する袋は、火葬場の指定

管理者が用意するのか、それとも受注

者負担で用意することになるのか。 

残骨灰を収容する袋は、受注

者負担でご用意いただきま

す。 

 

14 提案者審査基準 

（審査方法） 

第６条（2） 

価格評価の評価点について、￥1 で見

積した場合 100 点となるのか？ 

提案者審査基準に基づき、評

価点を算出します。また、見

積金額に関しては、仕様書に

ある「搬出・運搬」「残骨灰

処理（保管、残骨及び有価物

の選別等、残骨の埋蔵、有価

物の精錬・返還）」を適正に

行った場合で積算いただく

必要があります。見積金額を

１円と記載されるのであれ

ば、その根拠をお示しいただ

き、妥当性がない場合には、

募集要項第４-５に基づき「失

格」となる可能性がありま

す。 

 


